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中小企業倒産防止(ｾｰﾌﾃｨｰ)共済のすすめ 
名目は倒産に備えて… 
今月は中小企業や個⼈事業者にお得
な共済をご紹介したいと思います。 

この共済は名目上は取引先事業者が倒
産し、債権回収が困難になった場合など
にドミノ倒産を防止する観点から最高
8000 万円もの貸付けを受けることが出
来るという制度です。この掛⾦が税務上
法人であれば損⾦、個人であれば必要
経費に算入されることから、実態として
は節税商品として使われていることが多
いでしょう。具体的には、掛⾦月額
5000円〜20万円まで選択でき、増
額減額自由、総額 800万円まで積み
⽴てることができます。 

任意解約の場合でも 40 か月積み⽴て
れば満額返ってきます。解約返戻⾦は
益⾦や所得になりますので解約時期に
は留意が必要ですが、返戻⾦は下がり
ませんので解約時期は自由に選べま
す。 

「国」保証付きの節税策 
この掛⾦は前納もできますので、1年
分前払いして損⾦（経費）に算入
することができますから、決算間際に利
益が出過ぎた、という場合でも最高
240万円もの損⾦（経費）をねん
出できます。この節税制度の胴元は
独⽴⾏政法⼈中小企業基盤整備
機構で、99.9%国出資の天下り団
体です。つぶれる心配は銀⾏より無さ
そうですので、リスクほぼなしです。 

なお、個⼈事業者は事業所得の経
費としてのみ認められますので、地主
や⼤家さんは不可です。適用したいの
であれば賃貸経営を法⼈化するしか
ありません。 

今月のコメント 
先日福岡へ出張へ⾏ってきました。福岡は
２度目でしたが、前回海鮮料理がとても
美味しかった記憶が残っており、特に東京
と違う透明なイカの美味しさが忘れられず
にいました。今回もそれを楽しみに良店を
事前に知り合いに聞いて、無事美味しい
海鮮を頂くことが出来ました。出張はそれ
ほど多くありませんのでダイエット中にもかか
わらず出張先では毎度暴飲暴⾷をしてし
まい、後で後悔するというのがいつものパタ
ーンとなっております。 
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